
証券業者に閃すろ諸問閲について

証取審・昭39.2.12 

証券取引審議会（会長枷隠禎三氏）は，さる 2月l2日，総会を開き，

一般投資者保護のための証券業界の改善策について，中閲誤苦をまと

め，回［」ただちにHi し，こ した。

中間祝告の全文は，別褐のとおりであるが，その骨子とするところ

は，①有価証券外務員に対する大蔵省の監督を強化し，不適格者は証券

業協会に対し登録取消しの命令をだすことができるようにすること，②

有価証券外務員の代迎権限を明らかにするとともに証券業者の賠償責任

を明確化すること，①顧客との紛争解決のため，第三者を入れた苦情処

理機関を証券業協会に設けること，①証券菜協会は，全国単位に改組ず

ることが望ましい，このため，協会への加入を証券業者の登録要件とす

るほか，非協会員班事の充実および大蔵省の協会に対する監督椛の強化

が必要であること，⑤証券業者についてほ免許制に切り替える

本として今後も禎極的に検討ずることなどである。

なお，このうち，苦情処理横関の設置については，本協会でば， 3月

2日から本協会内に「東京証券苦情相談室」を設けることになってい

る。

証券業者に関する諸問題について（中間報告）

昭和 39年 2月 12日

証券取引審議会

当害議会は，証券業者の国民経済上に占める地位及び投資者保襄の責

務の類要性にかんがみ，昨年 6月以来小委員会を設けて，証券業者に関
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する諸問題について検討を加え，その報告に基芸寄議内重ねた詰累，有

価証券外務員闊度，証券業協会，証券業者の免許閲等につき一応中間的

で， ここしご／ローの・也］をとりまこめる。

l h (ii!i証罫外務：日閲崖につし、（

布価証券外務員（以下「外務員」という。）については，現在，大蔵

省に対しては屈出を，

ているが，欠蔵胄にir外務（

しては益録を要することになっ

し百払(J)監＇1｛潅限，Iいはく，

当たってし、る。

しかしながら，外務員に対する展割は，叫［券事故防止対策の一環と

し（．し一れ＇，乍強化j‘るこ；^ が必尖で八り，，Jし券来協会は，外肋負の貞質

のr;,l}．．を 1り］心食り，痘1,j：の!・!らのげ叶各要りを記岱に）るとともに，現

行の外務慎に対する薗訊普及び1｛璧視の体閥を一／罰賂備強化し，不適格者

の排除に努めるべきである。また，大蔵省が，証券業協会に対し外務

眉命貪を贅／」：るーとがしきる［う｝ご「べ'＼ーである（

た恥外務員や大蔵宵に謬鍔さ且，大貫省が，直拉外務几こ対］ーる

監督責任を負うこととすることも考えられる。

2 外肪員＇、かの行為に 1反J,}る乱券業召の責任について

外惰員j)証券＼＇｛者を 1＼四ずる権18喜閲らかにして，皿券）i故に1灯連

する柾券業者の轡任を切確化する汀か，詞券業冒及びをの管業員［）投

資勧誘に関する禁止行為，及び受託者としての忠実義務を具体的に定

め，いっ， 口のようt口よ止和偽又it義務追反にょり）瓜各に与えた以害

につ<:，霊I：券業几こ尉＇i [］．冗責｛i爪あるものとする必要かある c

なお，証券業陽会は，第三者をいれた苫情処珀機関を設け，当

閲か上品の証券呆者の胎償責任について裁定し，協会員たる

は苓
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し，1＇こ応う［）のと］［る必要がある。
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つきも哀紺[j'ととっでい~)」］』行叩i』の下で汀， 自

閃としての詞券業協会が果すべ含役割は極めて重大であり，その槻能

は，今後一｝胃これを充実強化していかなければならない。

このにめ，必会への加入を江沙業者の登録要件とするじ［か，

の協会に対寸る監督権の強化を図る

なさらに，協会の機能充実のため，現在の地域別証券業協会のかわ

りに，全国単位の証券業協会を設けることか望ましい。

4 証券業者の免許割について

(1) 証券業者の国民経済 l̂̂1こ占める地位及び投費者保護の霞要性を考

えると，次に掲げるような観点から，証券業者について免許閲を採

用する班由は十分にあるじのと考えられる。

（イ） 証券取引法の旅行以来今日までの問に，登録された証券業者の

約 6団が登録取消又は自廃により登録を抹消されている。こ

紙を顧みれば，営業開始の段階において，証券業者として不適格

な者を排除することが，必要であるが登録制の下ではこの点に限，

界があるので，免許制を採用することが望ましい。

（口） 現在の登録制の下における大蔵省の監督は，法令違反，支払指

カ薄弱等を迎由とする営業停lに登録取消等の処分を主たる内容

としている。しかしなぶら，投資者保護に万全を期ずるためには

証券業者がこのような行政処分の対象となる事態に，陥る前にこ

れを防止することが必要であるしたがって，免許1li[jの採用によ

り，大蔵省が予防的な藍督指導行政を行なう等，その藍督椛限を・

強化するとともに，監督責任をも加霊することが望ましい。

(2) しかしながら，現行の登録制が採用されてから既に15年を経過し・

登録制の下における一応の秩序ができ上がっているため，これを免

・ 許制へ切り換えることにほ多くの問題がある。
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ら免許制への切り換えの方i)、とし←こ（ま，次の` ：つの）診態

が考えられる。

（イ） 全面兄許制とする。

詞 免詐:1』とげ録制のニオ;;『てとjるぅ

い） 事業体については登鍔f1間をと乙が，その評む賣惰の白容によ

り，、その業務を免許の対象とする。

これらび）うら，全1[II免言f[il』が且，命的'IC.I文最、い筋か追るか， この場

は ら免，，’I:filjヘリ）移りリ）過］で次（））よ） ！ょ閏］」りが生ず

る。

① 販格な免許基準を定めて審査を行えば，現存の証券業者のう

ち，免許企与えられたし、もり）バが］よりの放にり＿）冒るのぐはない

か。

また，小規模の業者に対して，資本店準の点のみから免許を

与え『，王の紀果廃染と強制j・るのは，極めて困灯［なのではな

し、力‘o

① 現存業者に対し，ゅ名やかな条件でひ兄＜免言’]を与えざ応を

得ないこととなると，水準の低い免許制となり，免許制を採用

する慮味か弱く］よるり）ぐ‘iま）＇cし、か。

免汀］』と了｝ネ瓢lj(1)二木刈てーんま菜臼免訂り方か，現']：しこは］行

しやすいとも考えられるが，その場合には，いかたる某準で証券

染者又は証券業務を区分するかが，証券業務の分野調整ともから

んで/UJ霞と左るほか，免叶制に移行ー］` ーる迎I.1)が剥くなるという

点がある。

〈3) 免許制移行の可否については，以上の諸点についてさらに慎重な

検叶を疫「る(J)みならず，かりに免許制を採用するとしても，その

切り換えの経遇惜置について，晶門の［木l罰なl閏題の解決と＇要すると
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考えられるが，本来，証券業者については免許制を採用すべきであ

るとの考え方を基本において，できる限り積極的な方向で，今後も

検討を続けることが望ましい。

なお，証券業者に対する監督行政の現在の在り方は決して十分な

ものではない。たとえば，投資勧誘態度，顧客からの有価証券の預

りなど，証券の営業活動に関する視制方式については，検討の余地

が多い。したがって，免許紺．ljについて手責極的な方向で検討を続ける

間においても，これらの点について，極力，，改善を図ることが必要

である。

有価証券の売買一任勘定取引の自粛について

大蔵省理財局・昭39.2. 7--:...;...;. 
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大蔵省は，証券事故防止対策として，さる 2月7日，

J 蔵理第926号をもって，日本証券業協会連合会福田会

長しこ対し，有価証券の完買一任勘定取引の自粛につい＇

て通達した。 ＇ 

通達の全文しま，別記のとおりであるが，その骨子は，

①最近の証券業者と顧客とのあいだの紛争には，いわ

ゆる売買一任勘定に起因するものが多く見受けられる

ので，この稲の取引を行なうことは自粛されたいこと，

⑧しかし，顧客の強い要請により，やむを得ず行なう

場合は，書面で契約を結び，損益は顧客に帰属し，証

券業者は利益を保証しないことを明記すべきこと，③


